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• 本日はまず、容量市場における「洋上風力ゼロプレミアム案件の容量市場（メインオークション）への参加」について、
ご議論いただきたい。

• 次に、2025年2月17日に開催された調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において、供給信頼度評価の精度向
上に関して、端境期のうち特異な傾向である6月の厳気象対応の取扱いについて整理されたため、ご確認いただきたい。
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本日の御議論



１．洋上風力ゼロプレミアム案件の

容量市場（メインオークション）への参加

２．6月の厳気象対応の扱い
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• 現行制度上、洋上風力も容量市場への参加が可能であるが、再エネ海域利用法に基づく公募案件を含む
FIT/FIP案件については、固定費の二重回収を防止する観点から、FIT/FIP制度の適用を受ける期間
（調達期間/交付期間）中は、参加が認められていない。

• 一方、第68回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会（2024年9月11日開催）では、大規模な再エネ電
源投資を確実に完遂するための制度のあり方が検討され、洋上風力発電への電源投資が確実に完遂される
ようにするため、収入・費用の変動に対して強靱な事業組成を促進することを通じて、事業実施の確実性
を高めていく方向性が示されている。

• 再エネ海域利用法に基づく公募では、これまでに6海域中5海域でゼロプレミアム水準の入札者が落札して
いる。こうした事業では、FIP制度に基づく国民負担による支援は想定されず、固定費の二重回収の問題
は生じない。こうした点を踏まえ、容量市場（メインオークション）への参加を認めることを検討したい。
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背景



• 再エネ海域利用法に基づく公募案件（選定済みのラウンドを含む）のうち、ゼロプレミアム案件について
は、次頁のバランシングコスト相当分を除き、FIP交付金の交付は想定されない。そのため、ゼロプレミ
アム案件が容量市場（メインオークション）へ参加することを認めたとしても、固定費の二重回収の問題
は生じない。

• そこで、ゼロプレミアム案件に限っては、FIP制度の適用を受ける期間（交付期間）中においても、容量
市場ヘの参加を認めることとしてはどうか。
ただしその際、容量市場（メインオークション）ヘの参加を認める条件として、次頁のとおり、バランシ
ングコスト相当分のFIP交付金を放棄することを前提とする。
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洋上風力ゼロプレミアム案件の容量市場への参加について



• FIP制度の下では、再エネ発電事業者は、通常の発電事業者と同様に、供給する電気の計画値と実績値を 
一致させることが求められ（計画値同時同量）、計画値と実績値の差分が発生した場合には、その差分調
整にかかる費用の負担（インバランス負担）をする。 

• FIP認定事業者には、上記を勘案し、プレミアムに上乗せして、一定の金額（バランシングコスト）が交付
されている。
これは、FIP制度開始初期の現段階においては、発電計画の作成などに技術やノウハウの蓄積が必要となる
点を踏まえた措置である。

• 制度上、ゼロプレミアム案件においても、バランシングコスト相当分のFIP交付金は交付を受けることが
できる。

• しかしながら、ゼロプレミアム案件が容量市場（メインオークション）に参加する際に、バランシング
コスト相当分のFIP交付金を受けることができるとなると、入札において公平性が阻害される。

• そこで、ゼロプレミアム案件が容量市場（メインオークション）ヘの参加を希望する場合には、
参加の条件として、バランシングコスト相当分のFIP交付金の受領を放棄することを前提とする。
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バランシングコスト相当分の取り扱い
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容量市場（メインオークション）への主な影響

• 容量市場（メインオークション）の供給曲線における取扱い

➢ 既存の整理では、FIP洋上風力はFIT等期待容量として、需要曲線の算定時点で見込めるものを供給力に織り込む

こととしている。ゼロプレミアム案件も同様の整理とする。

➢ 当該ゼロプレミアム案件が応札された際には、FIT等期待容量から控除する整理としてはどうか。

（需要曲線作成時点ではFIT等期待容量として織り込んでおき、応札された場合にはFIT等期待容量から控除する）

• 洋上風力の調整係数

➢ 初年度は、現行の運用通り供給計画における分類「風力発電」としての調整係数を用いる。

※なお調整係数は、供給計画の数値そのものではなく、都度、容量市場向けに算定している。

➢ 調整係数を算定するためには稼働実績データが必要なため、２年目以降、調整係数算定に資する実績が得られた

タイミングで、調整力等委にて整理する方針としてはどうか。

※調整係数の算定には、エリア別に実績を要する。

• 容量市場2025年度入札（2029年度実需給）

➢ 容量市場に関する入札ガイドラインにおける参加可能電源に関する記載の更新。

➢ 募集要綱への反映内容、必要に応じて技術的な事項。

※追加オークションは、メインオークションと同様2029年度実需給以降を対象とする。
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【参考】ゼロプレミアム案件の容量市場への参加
第27回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会

洋上風力促進WG 交通政策審議会
資料1 (2024年10月10日)



9

【参考】再エネ海域利用法における第２ラウンド公募結果
第68回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会

資料7 (2024年9月11日)

ゼロプレミアム入札
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【参考】再エネ海域利用法における第３ラウンド公募結果
「青森県沖日本海（南側）」及び「山形県遊佐町沖」における

洋上風力発電事業者の選定結果等について
別紙1 (2024年12月24日)

ゼロプレミアム入札

構成員（代表企業下線）： 株式会社JERA、株式会社グリーンパワーインベストメント、東北電力株式会社

構成員（代表企業下線）：丸紅株式会社、関⻄電力株式会社、BP Iota Holdings Limited、東京⽡斯株式会社、株式会社丸高
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【参考】洋上風力促進WG アンケート結果
第26回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会

洋上風力促進WG 交通政策審議会
資料1 (2024年9月26日)
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【参考】FIP制度のバランシングコスト
※以下の図は、委員会当時のものであり、2025年4月より改訂される予定

⚫ FIP認定事業者には、プレミアムに上乗せして、バランシングコストが交付されている。これは、FIP制度開始初期の現
段階においては、発電計画の作成などに技術やノウハウの蓄積が必要となる点を踏まえた措置。

⚫ 交付するバランシングコストの額は、各電源の運転開始年度から徐々に低減させることとしている。

第66回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
資料3 (2024年8月7日)を一部修正

※以下の金額は委員会当時のものであり、2025年4月より改訂される予定
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【参考】洋上風力発電における対応の必要性
第68回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会

資料7 (2024年9月11日)
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【参考】海外での洋上風力プロジェクトの撤退の例 第12回 GX実行会議
資料1 (2024年8月27日)



GX推進機構による金融支援
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【参考】GX推進機構について

◼ GX推進法に基づき、株式会社形態ではない認可法人として、産金学官が連携して、設立（民間企業からは83
社が出資）。理事長として、経団連副会長でもある筒井義信氏（日本生命会長）、COOとしてGX実行会議の

メンバーでもある重竹尚基氏が着任。

◼ 2024年7月から、債務保証等の金融支援業務を開始。GX推進機構が実施する金融支援業務（債務保証、出
資等）は、GXの新技術の社会実装を図る際の資金供給に対して、民間金融機関等が真に取り切れないリスクを
特定し、その部分についてリスク補完を行うもの。

◼ 7月の業務開始以降、多くの具体案件の相談が寄せられている。水素製造・供給プロジェクトや送電網の整備、
GXテック・スタートアップ等、支援対象候補は徐々に増加しており、来年度にかけて債務保証・出資ともに具体的な
支援が本格化していく状況。
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金融機関

GX投資に取り組む民間企業

債務保証

政府

予算措置

出資

GX推進機構の金融支援業務法人概要

①設立根拠：ＧＸ推進法に基づき設立される認可法人

②業務開始：2024年７月１日

③体制： ４０名超
（理事長１名・ＣＯＯ（専務理事）１名・理事４名、監事１名、
運営委員７名、職員４０名程度）
※順次業務を追加し、最終的には１００名規模

④業務：
設立当初 金融支援業務（債務保証、出資）
２６年～ ＣＰ関連業務を追加
２８年～ 化石燃料賦課金の徴収
３３年～ 有償オークションの実施＋特定事業者負担金の徴収

※GX推進のため、企業連携の取組や調査・研究等も、あわせて実施。
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